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旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

様
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に

（
新
設
）

記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

章
に
規
定
す
る
罪
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